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令和４年度 第４回庁議要旨 

 

日時：令和４年５月２４日（火） 

午前９時～午前９時２０分 

会場：庁議室 

 

[審議事項] 

１ 株式会社ポプラ社との包括連携協定の締結について（復興企画部） 

株式会社ポプラ社では、事業の柱である読書推進に加え、食育推進や生物多様性の保全など幅広い

分野における社会貢献活動に取り組んでおり、本市においても、子どもセンターらいつでの親子向け

読み聞かせ講座の開催や、同センターへの図書の寄贈等を行っている。 

この度、同社より包括連携協定を締結したいとの申出があり、連携事項や具体的な取組について協

議を行ってきた 

株式会社ポプラ社との包括連携協定締結により、読書や学習環境の充実を図るなど、子どもたちの

幸せな未来に向けた取組を進め、持続可能な社会づくりと相互の発展を図るもの。 

 

(1) 主な内容 

① 連携事項 

（ア） 読書環境の向上と読書の促進に関すること 

（イ） 絵本等のコンテンツを活用した魅力ある街づくりに関すること 

（ウ） 有機農業を中心とした食農教育に関すること 

（エ） 自然体験プログラムに関すること 

（オ） ＳＤＧｓの普及啓発に関すること 

（カ） シティプロモーションに関すること 

（キ） その他目的を達成するために必要な事業に関すること 

② 協定締結期間 

   協定締結の日から１年間（１年ごとに自動更新）とする。 

 

(2) 今後の予定 

令和４年６月３日 包括連携協定締結式 

 

[報告事項] 

１ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限延長及び求職活動要件の緩和につ

いて（保健福祉部） 

新型コロナウイルス感染症の長期化に伴う経済支援策として、新型コロナウイルス感染症の影響を

受けている世帯に対し、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の

受給につなげるため、令和３年７月から新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給して

いる。 

今般、政府においてコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」が閣議決定され、自

立支援金の申請期限の延長及び求職活動要件を緩和する旨の通知がなされた。 
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自立支援金の申請期限の延長により、新型コロナウイルス感染症の影響で生活に困窮する世帯の自

立を図る。 

 

(1) 主な内容 

令和４年６月３０日までとしていた申請期限を令和４年８月３１日まで延長する。 

求職活動要件として設けている 

・月２回以上、公共職業安定所等での職業相談等 

・原則週１回以上、求人先に応募を行うまたは求人先の面接を受ける 

について、当分の間、これらの回数をそれぞれ月１回に緩和する。 

  なお、その他の対象要件、支給内容等については、従前のとおり。 

 

(2) 今後の予定 

令和４年６月 市議会第２回定例会に関係補正予算について提案 

宮城県社会福祉協議会から支給要件該当者の提供を受け、随時郵送により通知 

         新聞掲載、市ホームページ等による周知 

 

２ 住居確保給付金支給事業の特例措置の延長及び求職活動要件の緩和について（保健福祉部） 

生活保護に至る前段階の自立支援策の強化及び相談に至っていない潜在的困窮者に対する包括的

支援を図るため、平成２７年４月より生活困窮者自立支援法が施行され、離職などにより経済的に困

窮し、住居を失った方やそのおそれのある方に対し、賃貸住宅の家賃相当分を支給する住居確保給付

金の支給を実施している。 

今般、政府においてコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」が閣議決定され、住

居確保給付金の支給に係る特例措置の延長及び求職活動要件を緩和する旨の事務連絡がなされた。 

 新型コロナウイルス感染症の影響で生活に困窮する世帯の住居の安定確保を図る。 

 

(1) 主な内容 

  令和４年６月３０日までとしていた再支給の申請期限を令和４年８月３１日まで延長する。 

また、令和４年６月３０日までとしていた住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給を可能

とする特例措置を令和４年８月３１日まで継続する。 

求職活動要件として設けている 

・月２回以上、公共職業安定所等での職業相談等 

・原則週１回以上、求人先に応募を行うまたは求人先の面接を受ける 

について、当分の間、これらの回数をそれぞれ月１回に緩和する。 

なお、その他の対象要件、支給内容等については、従前のとおりとする。 

 

(2) 今後の予定 

令和４年６月 住居確保給付金の特例措置について省令改正予定 

新聞掲載、市ホームページ等による周知 
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３ 令和４年度子育て世帯生活支援特別給付金の実施について（保健福祉部） 

 新型コロナウイルス感染症が長期化する中で、低所得の子育て世帯は、食費等の物価高騰等に直面

している。 

今般、政府においてコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」が閣議決定され、子

育て世帯生活支援特別給付金の実施について、厚生労働省子ども家庭局から通知がなされた。 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所得の子育て世帯等の生活支援を図る。 

 

(1) 主な内容 

低所得の子育て世帯等への支援として、下記の対象者に対し、特別給付金を支給する。 

  ① 支給対象者 

（ア）児童扶養手当受給者等（低所得のひとり親世帯） 

ａ 令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受けている者 

ｂ 公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者（児童扶

養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。） 

ｃ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が、児童扶養手当

の対象となる水準に下がった者 

（イ）令和４年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯（その他低所得の子育て世帯） 

ａ 令和４年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で令和４年度分の住民税均

等割が非課税である者 

ｂ 上記以外で子どもを養育する者で令和４年度分の住民税均等割が非課税である者（高校

生のみ養育世帯）や直近で収入が減収した者 

 ※子どもの対象年齢：１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある児童（障害

児の場合は２０歳未満） 

② 支給見込世帯数 ２，３５０世帯（児童４，２００人） 

[内訳]（ア）１，６００世帯（児童２，７００人） 

          （イ）  ７５０世帯（児童１，５００人） 

③ 給付金額 児童一人当たり一律５万円 

④ 給付時期  

  支給対象者のうち 

  上記①（ア）のａの児童扶養手当受給者(申請不要)：令和４年６月下旬支給予定 

  上記①（ア）のｂ、ｃの対象者：申請に基づき令和４年７月頃から順次支給 

  上記①（イ）のａの児童手当等受給者(申請不要)：令和４年７月中旬支給予定 

  上記①（イ）のｂの対象者：申請に基づき令和４年７月頃から順次支給 

  

(2) 今後の予定 

令和４年６月 関係補正予算の専決処分（令和４年５月１１日）について、市議会に報告し、そ

の承認を求める。 

石巻市令和４年度子育て世帯生活支援特別給付金事業実施要綱の制定 

（告示の日から施行予定） 

        市ホームページ及び市報により周知するほか、対象者へ通知する。          
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【その他】 

  無し。 

以上 


